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群馬県高崎市

タカサキ　　イチロウ

高崎　　一郎

昭和５４　　　３　　　２０　　　　 昭和５７　　　　　　６　　　　　７　　　　

タカサキ　　　　ハナコ

　高崎　　　花子

群馬県高崎市高松町

１番地１

高松マンション１０１号
アパート

等の名称

アパート

等の名称

夫に同じ

群馬県前橋市大手町二丁目

１２番１号

群馬県高崎市高松町３５ １

高 崎　一 郎

伊勢崎　大吉

高崎　花江

高崎　たけし

長

桐生　公平

桐生　桜子 二

レ

レ レ

長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉２３８１ １ 桐生　花子

きりゅう はなこ（フリガナ）

高崎　友子、高崎　達郎

高崎　太一

平成２８　　６ 令和８　　４

□(　夫　)の住所と同じレ

レ

高 崎　一 郎 高 崎　花 子

連

絡

先

夫

妻

027　  321　 1234

090　 1234　 5678

      (          )　

      (          )　

（お問い合わせ先）

・高崎市役所本庁市民課

・各支所市民福祉課

（倉渕、箕郷、群馬、

　新町、榛名、吉井）

　　　　　高崎市ＨＰ→

【離婚届と同時に住所異動する場合】

　以下のものを用意し、月曜日～金曜日（祝日を除く）の

　業務時間内に住民異動届とともにご提出ください。

（ご持参いただくもの）

　・マイナンバーカード（お持ちの方のみ）

　・転出証明書（特例転出を除く市外からの転入者のみ）

　・国民健康保険資格確認書等（加入者のみ）　

婚姻時に氏を改めた者が、離婚後も引き続き婚姻中の氏を称する場合には、この離婚届と一緒に

「離婚の際に称していた氏を称する届（戸籍法７７条の２の届出）」を提出してください。
なお、離婚届の提出後、婚姻前の氏（旧姓）にもどった者は、離婚後３か月以内であれば、離婚の

際に称していた氏を称する届（戸籍法７７条の２の届出）を届け出ることができます。

裁判による離婚の場合には、

裁判が確定した日を含め１０

日以内に裁判の申立人側が届

出をしてください。

（１０日経過後は、相手方か

らも届出ができます。）

昼間連絡が取れる電話番号

を記入してください。

未成年の子、経済的に自立してい

ない子（未成年に限らない）がい

るときは、該当する項目の□にチ

ェックを入れてください。

レ

レ

レ

藤田　　三郎　　　　　　　　　　安中  雅美
昭和５２　　　　　　１０　　　　７　　　　 昭和４４    ２  ２０ 　　　

群馬県高崎市下小鳥町 埼玉県児玉郡神川町大字植竹

７６番地 ９０９番地

埼玉県児玉郡神川町大字植竹

９０９

群馬県高崎市下小鳥町

７６

協
議
離
婚
（
夫
婦
の
話
し
合
い
で
の
離
婚
）
の
と
き
は
、
成
年
者
２
人
の
証
人

が
必
ず
必
要
で
す
。
夫
・
妻
の
父
母
兄
弟
、
ご
友
人
も
証
人
に
な
れ
ま
す
。
署

名
か
ら
本
籍
ま
で
、
空
欄
が
な
い
よ
う
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

レ レ

離婚届と同時

に転入・転居

届をするとき

は新しい住所

を書いてくだ

さい。
住民登録をして

いるところ(　　   )

夫の氏を称し

ている夫婦な

らば夫、妻の

氏ならば妻が

筆頭者です。

婚姻前の戸籍

にもどるか、

一人だけの新

しい戸籍をつ

くるか選んで

ください。

親権者となる

者の欄に未成

年の子の氏名

を書いてくだ

さい。

相違がなけれ

ば夫妻それぞ

れが□にチェ

ックを入れて

ください。

この例は妻が婚姻前の氏にもどり、

一人だけの戸籍をつくる場合です。

届出人および証人の押印は任意です。


